
【雇用保険受給資格者証の見方】

～雇用保険失業給付受給予定の申請対象者について～

退職後に雇用保険の失業給付を受給する予定の方については、退職後の継続収入とみなしますので、日額が

3,612円（60歳以上の方は5,000円）以上の方は受給終了後まで被扶養者として認定できません。ただし、

日額が3,612円（60歳以上の方は5,000円）未満の方および受給延長する方については、被扶養者として認

定される可能性がありますので、被扶養者（増）届をPOSITIVEより申請し提出してください。（添付書類は、

「家族の加入と脱退について」ページ上部の参考リンク「扶養増申請時添付書類」でご確認ください。）

070410

8,635

基本手当日額が3,612円以上（60歳以上の

方は5,000円以上）の場合、受給終了後まで

被扶養者として認定できません。

日額の計算方法 130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.11円（3,612円未満）

様式第11号（第17条の2関係）　（第3面、第4面）

支給番号 氏名

行数 処理月日 認定（支給）期間 日数 種類 支給金額 残日数 備考

1 0512

2 待期満了　待期満了日　070416

3 給付制限期間070417-070616　離職理由40

4
5 0703 070617-0702 16 基本手当 ￥138,160- 134

6
7
8
9 1120 071023-1113 22 基本手当 ￥195,140-

10 支給終了

処理状況

写真欄

失業給付受給完了となった場合「雇用保険受給

資格者証の裏面に「支給終了」と印字されます。被

扶養者（増）届をPOSITIVEより申請し提出して

ください。なお、扶養開始日は支給終了日の翌日

からです。（例の場合、11月14日から）
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